
議案第３ ６そ

ひた ちな か市 職員 の服 務の 宣誓 に関 する 条例 ‾反びひ たち なか 市嵬築

審を会条 Ｍの 一部 を改 ｍす る条 叺執定に ついて

ひた ちな か市職員 の服務の 宣誓 に関 する 条Ｍ 八び ひた ちな か市 せ築 審を会条 Ｍの

一部 を改 ｊＥ する 条例 を別紙の とお り制 定す る。

令和 ３年　 ３Ｊ１　 ３日　 提ｍ

令和　 年　　１ 日　 議決

ひた ちな か市長　 大　谷

１

明



ひた ちな か市条例 第　　号

ひた ちな か市 職員 の服 務の 宣誓 に関 する 条例 及び ひた ちな か市 建築

畜を会条 例の 一部 を燉をす る条Ｍ

（ひ たち なか 市職 員の 覧務 の宣 誓に 関す る条 例の 一部 改ｉＥ）

第１ 条　 ひた ちな か市職員 のほ務の 宣誓に関する 条例 （平成６ 年条例第 ２５ 号）の

一部 を次 のよ うに 改ｉＥす る。

｀叭髱様 式中 「栫 」を 削る。

（ひ たち なか 市嵬築審 を会 条例 の一 部改 ‾を）

第２ 条　 ひた ちな か市‾き築審蓑会条例 （平成６ 年条例第 １６ ５そ）の 一部 を次 のよ

うに 改ｊＥす る。

第９ 条中 「署佑押印し て」 を「記ネ して 」に改め る。

付　則

この 条例 は， 令和 ３年 ４ｊｊ　１　日か ら施 行す る。

－２



ＱＪ

参考資料

ひた ちな か市職員 の服務の 宣誓 に関する 条例新Ｎ日対照表 （第 １条 関係）

旧 新 備考

（覧務の宣誓）

第２ 条　 新た に職員と なっ た者 は， 任命権者又は任命権者 の定 める 上級 のぬ務

員の面前において ，９ｊ記様式によ る宣誓書に署名し てか らでなければ，その

職務 を行って はな らな い。 ただ し， ま震，災 害， 水害又は これ らに類す る緊

急の事態に際 し， やむ を得ない と認めら れる 場合には宣誓を行 う前において

も職員にその職務を行わせるこ とが でき る。

２　略

９１」記様式 （第 ２条 関係）

宣　　 誓　　書

私は ，こ こに 主権 が国 民に存す るこ とを嘉め る日 木鴇憲缶を尊重し ，か

つ， 擁護する こと を固 く誓いま す。

私は，地方自治の木回を体する とと もにぬ務をＲ圭的かつ能率的にミ営

すべき責務を深く 自覚 し， 全体の奉仕者として誠実かつぬｍに職務を執行

する こと を固 く誓いま す。

私は，勣Ｒ悟まちづく りの主役であ るこ とを定め るひたちなか市自 立と

協働のま ちづ くり 基本条例 を尊重す るこ とを 因く 誓います。

年　　 Ｊ１　　　日

丿天　 才１　　　　栫
－

（服務の宣誓）

第２ 条　 新た に職員と なっ た者 は， 任命権者又は任命権者 の定 める 上級 のぬ務

員の 面前 にお いて ，りｊ記様式によ る宣誓書 に署あし てか らで なければ，その

職務 を行 って はな らな い。 ただ し， 地震，災 害， 水害又は これ らに類す る緊

急の事態に際 し， やむ を得ない と嘉めら れる 場合には宣誓 を行 う前において

も職員にその職務を行わせるこ とが でき る。

２　略

りｊ 記様式（第２ 条関係）

宣　　 誓　　書

私は ，こ こに 主権 が国 民に存す るこ とを認め る日 本ｍ憲也を尊重し ，か

つ， 擁護する こと を固 く誓いま す。

私は ，Ｊ奥方 自治 の本 回を 体す ると とも にぬ務を 民圭的かつ能率的 に運営

すべき責務を深く 自覚 し， 全体の奉仕者として誠実かつぬｍに職務を執行

する こと を因 く誓いま す。

私は，市Ｒがまちづく りの主役であ るこ とを定めるひたちなか市自 立と

協働のま ちづ くり 基本条例 を尊重す るこ とを 固く 誓い ます。

年　　 大丿　　日

Ｒニ　佑

ｌ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．



４

ひた ちなか市旄築審を会条例新 ｜日 対照表（第２ 条関係）

旧 新 備考

（会儀録）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｀

第９ 条　会玖は， 会議終了後速やかに会議録を調製し，会玖‾攷び口丿席した委員

２大い、上が署佑押印 して，これを保存 しなければな らない。
一一 一一一

（会議録）

第９ 条　会長は， 会議終了後速やかに会議録を調製し，会長八び出席した委員

２人鑪上が記ネして， これを保存しなければなら ない。
一一 一一一


